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務局☎70･5644
審議日程（予定）

2/25（月） 本会議（議案審議）

2/26（火） 本会議（議案審議）

3/1（金） 市民福祉常任委員会

3/4（月） 経済建設常任委員会

3/5（火） 総務教育常任委員会

3/6（水） 市民福祉常任委員会

3/7（木） 経済建設常任委員会

3/8（金） 総務教育常任委員会

3/12（火） 基地対策特別委員会

3/15（金） 本会議（一般質問）

3/18（月） 本会議（一般質問）

3/19（火） 本会議（一般質問）

3/22（金） 本会議（委員長報告～採決）

※�12月定例会の録画中継は市ホーム
ページで公開中、会議録は2月下
旬に公開予定
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市民スポーツセンター情報
●施設無料開放
利用できない施設があるので要確認。
時 3月3日（日）9時～17時場同センター�
対市内在住・在勤・在学の方持運動
着・靴、ラケットなど申当日8時30分
から同センター☎76･9292か直接
●同センター、野球場などの利用申
し込み

▼ 5月分利用申し込み　3月1日（金）8
時30分から市ホームページ公共施設
予約システムか同センター ▼6月分の
利用抽選 ▽ 対　登録区分が｢市民｣�
｢市民1/2超｣の団体 ▽申　3月1日～

県立茅ヶ崎里山公園倶楽部会員
▼内容　田・畑・雑木林・竹林など

の作業体験（小学生以下は保護者同
伴） ▼ 期間　4月から1年間 ▼費　1家
族2500円、個人1500円（いずれも年額、
申し込み時支払い） ▼ 説明会　3月3
日（日）13時30分から同公園 ▼申　3月
1日から同公園倶楽部事務局☎0467･�
50･6058

児童館非常勤職員

▼内容　来館者の応対、子ども向け
イベントの企画・実施など ▼時 　毎
週土曜日10時～17時（催し開催時など
指定日以外の出勤あり） ▼場　小園児
童館（他の児童館での勤務あり） ▼定　
1人 ▼賃金　時給983円 ▼面接　3月14
日（木）午後 ▼申　市販の履歴書（要
写真）に記入し、3月6日までに青少
年課（☎70･1702）へ直接

スペイン語の行政通訳員

▼内容　日本語が苦手な外国籍市民
の方の市役所窓口での手続きや相談
などの際の通訳・翻訳支援 ▼勤務開
始時期　4月から ▼時　毎月1回9時
～13時（曜日は応相談） ▼場　市役所

▼対　スペイン語と日本語の会話と
読み書きができる方 ▼ 謝礼　1回
8000円 ▼申　企画課☎70･5657

お知らせ
小・中学校運動施設
利用日程調整会議
4～6月の利用日程調整会議を行いま

す。小学校体育館・校庭、中学校体
育館・武道場・校庭と校庭照明施設

（綾北中・城山中・春日台中のみ）の
利用を希望する団体の代表者は、必
ず出席。持登録証問スポーツ課☎
70･5656
学校名  時  場

綾瀬小 3/4（月）19:00～ 綾瀬小体育館

綾北小 3/3（日）9:30～ 綾北小体育館

綾西小 3/5（火）20:00～ 綾西小体育館

早園小 3/7（木）19:00～ 早園小体育館

綾南小 3/3（日）10:00～ 綾南地区センター

天台小 3/2（土）18:30～ 寺尾いずみ会館

北の台小 3/2（土）19:00～ 大上会館

落合小 3/11（月）19:00～ 落合自治会館

土棚小 3/4（月）19:30～ 南部ふれあい会館

寺尾小 3/11（月）18:00～ 寺尾南自治会館

綾瀬中 3/2（土）20:00～ 綾瀬中体育館

綾北中 3/2（土）19:00～ 綾北中体育館

城山中 3/1（金）19:30～ 城山中体育館

北の台中 3/5（火）20:00～ 北の台中体育館

春日台中 3/4（月）19:30～ 春日台中体育館

※�落合小のグラウンドは、工事のた
め4月1日～8月31日の間利用でき
ないので注意してください

市議会3月定例会
本会議は簡単な受け付けで傍聴でき
るほか、インターネットでも視聴で
きます。審議日程は変更することが
あるので、問い合わせてください。
一般質問日には市役所1階市民ホー
ルでモニター放映します。問議会事

15日に同システムか同センター
●工事のお知らせ
テニスコート、ゲートボール場は9
月末まで改修工事のため利用不可
●トレーニング講習会
トレーニング室の器具の使用方法な
どの講習。時 同センターで要確認
対高校生以上の方（同室を初めて利
用する方は必ず受講）定 10人（先着
順）持運動着、体育館履き

市公用車の広告
市公用車の側面に掲載している有料
広告。若干の空きがあるので、希望す
る方は、気軽に問
い合わせてくださ
い。問管財契約課
☎70･5603

使わない市有地の売却
市名義で、現在使用していない水路
跡などを、隣接する土地所有者に売
却しています。売却金額は面積の他
に、場所や形状によって異なります。
売れる土地かどうかを調べるので、

気軽に問い合わせてください。問管
財契約課☎70･5603

文部科学大臣表彰受賞団体

▼綾瀬市手話サークルあやの会 ▼問
　生涯学習課☎70･5658

市民からのお知らせ市民からのお知らせ
催し
北の台地区センター
学習発表会
フラ、体操、気功などの披露や水
彩画、水墨画、編み物などの展
示。時3月9日（土）11時～16時、10
日（日）10時～15時場同センター問
小
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☎70･1405

南部ふれあい祭り
①粘土工芸、絵手紙、版画、写真、
子ども書道、革工芸の6団体の展
示②ダンス、体操、合唱、演奏、
ヨガ、スポーツ吹矢など12団体の
発表。時①3月9日（土）～11日（月）
9時～16時（11日は15時まで）②3月
10日（日）10時～15時場南部ふれあ
い会館問福田☎080･1286･8189

4/15号原稿は3/7締め切り

　スマートフォンが普及し、フリマアプリやインター
ネットオークションで、誰でも私物を簡単に売買でき
るようになりました。
　フリマアプリはスマートフォンなどに専用のアプリ
をダウンロードして出品者側が売りたい商品の画像な
どの情報を掲載し、会員間で売買を行うものです。こ
れに対して、インターネットオークションは、運営会
社のサイトに商品を出品し、最高額入札者が落札者と
なり取引が行われます。
　どちらも実際に商品を手に取って確認することはで
きず、画像から判断することになるため｢届いた商品

に汚れや傷があった｣｢新品と記載
されていたにもかかわらず中古品
だった｣など、実物と説明が異なる
と感じたとしても、返品や返金に

応じてもらえないことがあります。一方で、出品者側
からは｢商品を送ったが入金されない｣｢返品不可なの
に送り返してきた｣などのトラブルが発生しています。
　個人間取引は自己責任となることから、購入時には取
引条件や商品案内などを十分確認する必要があります。
　個人間取引によるトラブルについては消費生活セン
ターではあっせんできませんが、
交渉方法のアドバイスに応じる
ことは可能です。
　問同センター☎70･3335

くらしの
消費生活相談

インターネットをとおした
個人間取引における
トラブル
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